
    東日本大震災復興支援の法整備と第二次補正予算の早期

編成を求める意見書

本年３月 11 日に発生した東日本大震災は、日本の観測史上最大のマグ

ニチュード 9.0 を記録した。同時に発生した巨大津波は、東北地方や北

海道に至る太平洋沿岸の広い地域に甚大な被害をもたらし、尊い人命が

数多く失われ、いまだに多くの方が行方不明になっている。被災された

方々は、今なお不自由な避難生活を余儀なくされており、一日も早い生

活再建と復旧・復興が強く求められる。

本格的な復興のために、被災地への復興支援の実施とともに、日本全

体に影響を及ぼす経済的打撃を克服し、既存原発の安全確保、新たな地

震対策など、政府が具体的に総合的な復興ビジョンを策定して、復興基

本法関連法案及び電力事業法等関連法案の整備を進め、具体的施策を推

進していかなければならない。

あわせて、この国家的危機にあたり、政府が迅速に復旧に向けた大規

模な補正予算を編成し、執行していくことが被災者に安心を与え、被災

自治体が躊躇なく復興計画を具体化し、的確な事業を実施することにつ

ながる。さらなる補正予算の編成により本格的な復興に向けた力強いメ

ッセージを内外に発信することは、国会及び政府に課せられた重大な使

命と考える。

しかしながら、政府には第二次補正予算の早期編成に取り組む姿勢が

見えてこない。このことは、一刻も早く復興を願う国民の期待や、復興

に向けて活動する被災された方々の思いに背を向けることであり許され

るものではない。

よって、政府及び国会に対して、今般の未曾有の大震災から一刻も早

い復興を実現するため、次のとおり強く要望する。

１ 復興支援の総合的なビジョンと法整備を進めること。

２ 第二次補正予算を編成し早期成立を図ること。



以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。
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